
東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実施要綱 新旧対照表  

（下線の部分は改正部分。） 

改正後 現行 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実施要綱 

 

１８福保生地第１８８２号 

平成１９年４月２７日 

一部改正 ２７福保生地第１０２６号 

平成２８年１月２５日 

一部改正 ７福祉生地第１２７１号 

令和７年１２月２５日 

 

 

 

１から３まで 

 （現行のとおり） 

 

 

４ 研修の内容 

研修は視覚障害者移動支援従業者養成研修課程、全身性障害者移動支援従業

者養成研修課程及び知的・精神障害者移動支援従業者養成研修課程とし、各課程

の目的、受講対象者、研修時間は下表、カリキュラムは別紙１のとおりとする。 

 

 

課 程 目  的 受 講 対 象 者 研修時間 

視覚障害者 
移動支援従業者 
養成研修課程 

視覚障害者（児）に

対する外出時にお

ける移動の介護に

関する知識及び技

術を修得すること 

視覚障害者移動支援従業

者として従事する者又は

従事することを希望する

者 

２０時間 

 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実施要綱 

 

１８福保生地第１８８２号 

平成１９年４月２７日 

一部改正 ２７福保生地第１０２６号 

平成２８年１月２５日 

 

 

 

 

 

１から３まで  

（略） 

 

 

４ 研修の内容 

研修は視覚障害者移動支援従業者養成研修課程、全身性障害者移動支援

従業者養成研修課程及び知的障害者移動支援従業者養成研修課程とし、各

課程の目的、受講対象者、研修時間は下表、カリキュラムは別紙１のとお

りとする。 

 

課 程 目  的 受 講 対 象 者 研修時間 

視覚障害者 
移動支援従業者 
養成研修課程 

視覚障害者（児）に

対する外出時にお

ける移動の介護に

関する知識及び技

術を修得すること 

視覚障害者移動支援従業

者として従事する者又は

従事することを希望する

者 

２０時間 

 

 



課 程 目  的 受 講 対 象 者 研修時間 

全身性障害者 

移動支援従業者 

養成研修課程 

全身性の障害者（児）

に対する外出時にお

ける移動の介護に関

する知識及び技術を

修得すること 

全身性障害者移動

支援従業者として

従事する者又は従

事することを希望

する者 

１６時間 

知的・精神障害者 
移動支援従業者 
養成研修課程 

 

知的障害者（児）及び

精神障害者（児）に対

する外出時における

移動の介護に関する

知識及び技術を修得

すること 

知的・精神障害者

移動支援従業者と

して従事する者又

は従事することを

希望する者 

※行動援護の従事要

件ではないことに留

意すること。 

１９時間 

 

５  

（現行のとおり） 

 

６ 科目の免除 

介護福祉士並びに居宅介護職員初任者研修課程及び障害者居宅介護従業者基礎

研修課程修了者、障害者（児）居宅介護従業者養成研修１級課程、２級課程及び３

級課程（旧東京都障害者（児）ホームヘルパー養成研修の各課程を含む。）の修了

者（修了予定者を含む。）、介護保険法上の訪問介護員、実務者研修修了者、介護

職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修修了者及び介護職員初任者研修課

程修了者（修了予定者を含む。）が視覚障害者移動支援従業者養成研修課程、全身

性障害者移動支援従業者養成研修課程、知的・精神障害者移動支援従業者養成研修

課程を受講する場合、各課程の科目及び研修時間のうちの一部を別紙２のとおり

免除することができる。 

 

 

７及び８ 

課 程 目  的 受 講 対 象 者 研修時間 

全身性障害者 

移動支援従業者 

養成研修課程 

全身性の障害者（児）

に対する外出時にお

ける移動の介護に関

する知識及び技術を

修得すること 

全身性障害者移動

支援従業者として

従事する者又は従

事することを希望

する者 

１６時間 

知的障害者 
移動支援従業者 
養成研修課程 

 

知的障害者（児）に対

する外出時における

移動の介護に関する

知識及び技術を修得

すること 

知的障害者移動支

援従業者として従

事する者又は従事

することを希望す

る者 

※行動援護の従事要

件ではないことに留

意すること。 

１９時間 

 

５  

（略） 

 

６ 科目の免除 

介護福祉士並びに居宅介護職員初任者研修課程及び障害者居宅介護従業者基

礎研修課程修了者、障害者（児）居宅介護従業者養成研修１級課程、２級課程

及び３級課程（旧東京都障害者（児）ホームヘルパー養成研修の各課程を含

む。）の修了者（修了予定者を含む。）、介護保険法上の訪問介護員、実務者

研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修修了者及び介

護職員初任者研修課程修了者（修了予定者を含む。）が視覚障害者移動支援従

業者養成研修課程、全身性障害者移動支援従業者養成研修課程、知的障害者移

動支援従業者養成研修課程を受講する場合、各課程の科目及び研修時間のうち

の一部を別紙２のとおり免除することができる。 

 

 

７及び８ 



 （現行のとおり） 

 

９ 名簿の管理 

（１）実施主体は、全科目を履修し修了証明書を交付する者の修了証明書番号、修了年月

日、氏名、生年月日等必要事項を記載した交付名簿等を適正に管理するとともに東京都

知事（以下「知事」という。）に提出するものとする。 

（２）知事は、事業者から提出された名簿を適正に管理するものとする。 

 

10及び11 

（現行のとおり） 

 

12 留意事項 

    実施主体は、研修事業の実施に当たり、安全の確保、事故の防止等について、必要

な措置を講じなければならない。 

（１）苦情及び事故発生時の対応についてあらかじめ定めておかなくてはならない。 

（２）事業実施により知り得た受講者等の個人情報を研修事業の実施以外の目的に使用し

てはならない。 

（３）受講者等が実習等で知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

使用することのないよう受講者等を指導しなければならない。 

 

13  

 （現行のとおり） 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成１９年４月２７日より施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年２月１日から施行する。 

 

附 則 

 （略） 

 

９ 名簿の管理 

（１）実施主体は、全科目を履修し修了証明書を交付する者の修了証明書番号、修了

年月日、氏名、生年月日等必要事項を記載した交付名簿等を適正に管理するととも

に知事に提出するものとする。 

（２）知事は、事業者から提出された名簿を適正に管理するものとする。 

 

10及び11 

（略） 

 

12 留意事項 

    実施主体は、研修事業の実施に当たり、安全の確保、事故の防止等について、必

要な措置を講じなければならない。 

（１）苦情及び事故発生時の対応についてあらかじめ定めておかなくてはならない。 

（２）事業実施により知り得た受講者等の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならない。 

（３）受講者等が実習等で知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用することのないよう受講者等を指導しなければならない。 

 

13  

（略） 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成１９年４月２７日より施行し、平成１８年１０月１日から適用す

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年２月１日から施行する。 

 

附 則 



この要綱は、平成２５年４月３日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２８年１月２５日から施行する 

 

附 則 

   この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

別紙１ 障害者（児）移動支援従業者養成研修カリキュラム 

 

１及び２ 

（現行のとおり）  

 

３ 知的・精神障害者移動支援従業者養成研修課程      合計 １９時間 

(１) 講義 計  １３時間 

 ア 障害者福祉に関する制度及びサービス 小計  2.5時間 

  (ｱ) ガイドヘルパーの制度と業務 １時間 

  (ｲ) 障害者（児）福祉の制度とサービス 1.5時間 

 イ 知的・精神障害者ホームヘルプサービスに関する知識 小計  ２時間 

  (ｱ) ホームヘルプサービス概論 １時間 

  (ｲ) ホームヘルパーの職業倫理 １時間 

 ウ サービス利用者の理解 小計  ６時間 

  (ｱ) 知的障害者及び精神障害者の疾病・障害の理解 ５時間 

  (ｲ) 障害者（児）の心理 １時間 

 エ 移動支援の基礎知識 小計  2.5時間 

(２) 演習 計   ６時間 

 移動の支援に係る技術 ６時間 

※ 演習は、適当な指導者の指導の下に行われる、別に定める施設における介護

実習又は移動支援に関する実習に代えることができる。 
 

 

この要綱は、平成２５年４月３日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２８年１月２５日から施行する 

 

 

 

 

 

別紙１ 障害者（児）移動支援従業者養成研修カリキュラム 

 

１及び２ 

（略）  

 

３ 知的障害者移動支援従業者養成研修課程       合計 １９時間 

(１) 講義 計  １３時間 

 ア 障害者福祉に関する制度及びサービス 小計  ３時間 

  (ｱ) ガイドヘルパーの制度と業務 １時間 

  (ｲ) 障害者（児）福祉の制度とサービス ２時間 

 イ 知的障害者ホームヘルプサービスに関する知識 小計  ３時間 

  (ｱ) ホームヘルプサービス概論 ２時間 

  (ｲ) ホームヘルパーの職業倫理 １時間 

 ウ サービス利用者の理解 小計  ５時間 

  (ｱ) 知的障害者の疾病・障害の理解 ４時間 

  (ｲ) 障害者（児）の心理 １時間 

 エ 移動支援の基礎知識 小計  ２時間 

(２) 演習 計   ６時間 

 移動の支援に係る技術 ６時間 

※ 演習は、適当な指導者の指導の下に行われる、別に定める施設における介

護実習又は移動支援に関する実習に代えることができる。 
 

 



別紙２ 障害者（児）移動支援従事者養成研修事業免除科目及び時間 

１及び２ 

（現行のとおり） 

 

３ 知的・精神障害者就労支援従業者養成研修課程 

区 分 免 除 科 目 時  間 

講義 

障害者（児）福祉の制度とサービス 1.5時間 

ホームヘルプサービス概論 １時間 

ホームヘルパーの職業倫理 １時間 

障害者（児）の心理 １時間 

 

 

 

別記第１号様式 

（現行のとおり） 

 

別記第２号様式 

（現行のとおり） 

 

 

 

 

別紙２ 障害者（児）移動支援従事者養成研修事業免除科目及び時間 

１及び２ 

 （略） 

 

３ 知的障害者就労支援従業者養成研修課程 

区分 免 除 科 目 時  間 

講義 

障害者（児）福祉の制度とサービス ２時間 

ホームヘルプサービス概論 ２時間 

ホームヘルパーの職業倫理 １時間 

障害者（児）の心理 １時間 

 

 

 

別記１号様式 

（略） 

 

別記第２号様式 

（略） 

 

 

 

 



東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定要領 新旧対照表 

（下線の部分は改正部分。別表１の表中については、下線の部分以外についても字体及びフォントサイズを変更する。） 

改正案 現行 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定要領 

 

１８福保生地第１８８３号 

平成１９年４月２７日 

一部改正 １９福保生地第１４２７号 

平成２０年１月４日 

一部改正 ２４福保生地第１５６９号 

平成２５年４月３日 

一部改正 ２７福保生地第１０２６号 

平成２８年１月２５日 

一部改正 ３１福保生地第１５４６号 

令和２年４月１日 

一部改正 ２福保生地第１６８３号 

令和３年３月１１日 

                                      一部改正 ７福祉生活地第１２７２号 

                        令和７年１２月２５日 

 

 

１及び２ 

（現行のとおり） 

 

３ 研修事業者指定の申請 

（１）指定を受けようとする者は、受講者の募集を開始しようとする日の２か月前までに、

必要事項を記載した「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定指定申請

書」（別記第１号様式）に下記の必要書類を添付して知事に申請しなければならない。 

なお、事業者指定申請時には、同時に研修事業指定申請を行うことが必要であるため、

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定要領 

 

１８福保生地第１８８３号 

平成１９年４月２７日 

一部改正 １９福保生地第１４２７号 

平成２０年１月４日 

一部改正 ２４福保生地第１５６９号 

平成２５年４月３日 

一部改正 ２７福保生地第１０２６号 

平成２８年１月２５日 

一部改正 ３１福保生地第１５４６号 

令和２年４月１日 

一部改正 ２福保生地第１６８３号 

令和３年３月１１日 

 

 

 

 

１及び２ 

（略） 

 

３ 研修事業者指定の申請 

（１）指定を受けようとする者は、受講者の募集を開始しようとする日の２か月前までに、

必要事項を記載した「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定指定申請

書」（別記第１号様式）に下記の必要書類を添付して知事に申請しなければならない。 

なお、事業者指定申請時には、同時に研修事業指定申請を行うことが必要であるため、



受講者の募集を開始する日の２か月前までに事業者指定申請と併せて申請すること。 

ア 学則 

学則別紙として下記書類を添付すること。 

（ア）研修カリキュラム表（別記第１号の２様式、別記第１号の３様式、別記第１号の４

様式） 

（イ）研修会場一覧（別記第1号の５様式） 

（ウ）担当講師一覧（別記第１号の６様式）及び講師履歴（別記第１号の７様式） 

（エ）実習施設一覧（別記第1号の８様式） 

 

  

 

イ 組織図 

ウ 役員名簿 

 エ 事業者規約（定款等） 

 オ 法人の登記事項証明書（法人格がある場合） 

 カ 申請者の予算書 

 キ 直近の決算書 

 ク 向こう２年間の財政計画 

 ケ 所要経費見積書（年度事業計画分） 

 コ 修了者証明書（実施要綱別記第１号様式）及び修了証明書（携帯用（実施要綱別記第

２号様式））の見本 

サ 募集広告、受講案内、パンフレット等の案文 

シ その他知事が必要と認める書類 

（２）（現行のとおり） 

（３）申請者が区市町村の場合は、（１）のイからクまでの書類を省略できるものとする。 

 

 

４ （現行のとおり） 

 

５ 研修事業の指定等 

（１）事業者が、研修を実施する場合には、各研修の受講者の募集を開始しようとする日の

受講者の募集を開始する日の２か月前までに事業者指定申請と併せて申請すること。 

ア 学則 

学則別紙として下記書類を添付すること。 

（ア）研修カリキュラム表（別記第１号の２様式、別記第１号の３様式、別記第１号の４

様式） 

（イ）研修会場一覧（別記第1号の５様式）及び会場見取図（別記第1号の６様式） 

（ウ）担当講師一覧（別記第１号の７様式）、講師履歴（別記第１号の８様式）及び就任承

諾書（別記第1号の９様式） 

（エ）実習施設一覧（別記第1号の１０様式）及び実習承諾届出書（別記第１号の１１様

式）（演習に代えて実習を行う場合） 

 イ 事業者概要（別記第１号の１２様式） 

 ウ 組織図 

 エ 役員名簿 

 オ 事業者規約（定款等） 

 カ 法人の登記事項証明書（法人格がある場合） 

 キ 申請者の予算書 

 ク 直近の決算書 

 ケ 向こう２年間の財政計画 

 コ 所要経費見積書（年度事業計画分） 

 サ 修了者証明書（実施要綱別記第１号様式）及び修了証明書（携帯用（実施要綱別記

第２号様式））の見本 

シ 募集広告、受講案内、パンフレット等の案文 

ス その他知事が必要と認める書類 

（２）（略） 

（３）申請者が区市町村の場合は、（１）のイからケまでの書類を省略できるものとす

る。 

 

４ （略） 

 

５ 研修事業の指定等 

（１）事業者が、研修を実施する場合には、各研修の受講者の募集を開始しようとする日



２か月前までに「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業指定申請書」（別記第３

号様式）に下記の必要書類を添付して知事に申請し、指定を受けて実施するものとする。

ただし、他の研修課程及び形式を含む一切の研修事業等に関し改善の指導（法令・実施要

綱等に違反し、研修事業の実施に支障があるとして文書指導を受けていることをいう。）

を受けている期間中は、申請をすることができない。 

ア 学則 

本文、研修カリキュラム表（別記第１号の２様式、別記第１号の３様式、別記第１号

の４様式）、研修会場一覧（別記第１号の５様式）、担当講師一覧（別記第１号の６様式）

及び実習施設一覧（別記第１号の８様式）を添付すること。ただし、実習施設一覧（別

記第１号の８様式）は演習に代えて実習を行う場合のみ添付すること。 

また、事業者指定申請と同時に申請する場合は重複するので添付は不要とする。 

 イ 研修日程表（別記第３号の２様式） 

通学形式にあっては、研修日程表（別記第３号の２様式）、通信形式にあっては、研修

区分表（別記第３号の３様式）、通学研修分日程表（別記第３号の４様式）、科目別レポー

トの提出期限（別記第３号の５様式）を添付すること。 

   なお、年度内に１２回以上実施し、かつ各回とも同様の日程・講師等により実施する

場合には、基本的な内容のみ記載することができる。 

 ウ 募集広告等 

 エ その他必要な書類 

（２）及び（３） 

（現行のとおり） 

 

 

６から９まで 

（現行のとおり） 

 

１０ 研修事業の変更・休講 

（１）事業者は、事業者として指定を受けた後に、その内容又は指定を受けた研修内容の

一部をやむを得ず変更する場合、変更の１０日前までに「変更・休講届」（別記第５号

様式）を知事に届け出るものとする。 

    なお、次のいずれかに該当する場合については、知事への報告は不要とする。ただ

の２か月前までに「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業指定申請書」（別

記第３号様式）に下記の必要書類を添付して知事に申請し、指定を受けて実施するもの

とする。ただし、他の研修課程及び形式を含む一切の研修事業等に関し改善の指導（法

令・実施要綱等に違反し、研修事業の実施に支障があるとして文書指導を受けているこ

とをいう。）を受けている期間中は、申請をすることができない。 

ア 学則 

本文、研修カリキュラム表（別記第１号の２様式、別記第１号の３様式、別記第１

号の４様式）、研修会場一覧（別記第１号の５様式）、担当講師一覧（別記第１号の

７様式）及び実習施設一覧（別記第１号の１０様式）を添付すること。ただし、実習

施設一覧（別記第１号の１０様式）は演習に代えて実習を行う場合のみ添付するこ

と。 

また、事業者指定申請と同時に申請する場合は重複するので添付は不要とする。 

 イ 研修日程表（別記第３号の２様式） 

通学形式にあっては、研修日程表（別記第３号の２様式）、通信形式にあっては、

研修区分表（別記第３号の３様式）、通学研修分日程表（別記第３号の４様式）、科

目別レポートの提出期限（別記第３号の５様式）を添付すること。 

   なお、年度内に１２回以上実施し、かつ各回とも同様の日程・講師等により実施す

る場合には、基本的な内容のみ記載することができる。 

 ウ 募集広告等 

 エ その他必要な書類 

（２）及び（３） 

（略） 

 

６から９まで 

（略） 

 

１０ 研修事業の変更・休講 

（１）事業者は、事業者として指定を受けた後に、その内容又は指定を受けた研修内容の

一部をやむを得ず変更する場合に限り、変更の１０日前までに「変更・休講届」（別

記第５号様式）を知事に届け出るものとする。 

 



し、変更した内容については、知事から確認を求められた際に報告できるよう情報を管

理しておくこと。 

   ア 届出済みの「研修会場一覧」の範囲内での使用会場の変更 

   イ 届出済みの「担当講師一覧」の範囲内での担当講師の変更 

（２） （１）の規定にかかわらず、年度内に１２回以上実施する場合において、研修日程の変

更（研修回数の追加を除く）を行う場合には、当該年度の全研修日程修了後１か月以内に

実績報告書と併せて知事に届け出ることができる。 

 

 

（３）（現行のとおり） 

 

１１ 実績報告 
事業者は、各研修修了後１か月以内に「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修

事業実績報告書」（別記第６号様式）に（１）を添付して知事に報告するものとする。た

だし、補講者分の実績報告については、 補講修了後１か月以内に「東京都障害者（児）

移動支援従業者養成研修事業実績報告書（補講者分） 」（別記第６号の２様式）に（１）

を添付して知事に報告するものとする。 
なお、（２）から（５）については、知事が別途求めた場合に提出することとし、実

績報告時の提出は不要とする。 
（以下、現行のとおり） 

 

１２ 研修事業の休止・再開 

（１）研修事業の休止とは、研修事業を４月から翌年３月までの１年度間にわたり開講し

ない場合をいい、事業者は、２年度に限り研修事業の休止をすることができる。ただ

し、新たに事業者指定を受けて実施する最初の研修の開講日が翌年度以降になり、実

施しない年度が生じる場合は休止とならない。 

なお、開講する年度とは、研修開始日が属する年度をいう。 

（２）及び（３） 

 （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

（２）（１）の規定にかかわらず、年度内に１２回以上実施する場合において、次のいずれ

かに該当する場合には、当該年度の全研修日程修了後１か月以内に実績報告書と併せて

知事に届け出ることができる。 

ア 届出済みの「研修会場一覧」の範囲内での使用会場の変更。 

イ 届出済みの「担当講師一覧」の範囲内での担当講師の変更。 

ウ 研修日程の変更（研修回数の追加を除く）。 

（３）（略） 

 

１１ 実績報告 
事業者は、各研修修了後１か月以内に「東東京都障害者（児）移動支援従業者養成研

修事業実績報告書」（別記第６号様式）に（１）を添付して知事に報告するものとする。

ただし、補講者分の実績報告については、補講修了後１か月以内に「東京都障害者（児）

移動支援従業者養成研修事業実績報告書（補講者分）」（別記第６号の２様式）に（１）

を添付して知事に報告するものとする。 
なお、（２）から（５）については、知事が別途提出を求めた場合に提出することと

し、実績報告時の提出は不要とする。 
（以下、略） 

 

１２ 研修事業の休止・再開 

（１）研修事業の休止とは、研修事業を４月から翌年３月までの１年度間にわたり開講しな

い場合をいい、事業者は、その１年度に限り研修事業の休止をすることができる。ただ

し、新たに事業者指定を受けて実施する最初の研修の開講日が翌年度以降になり、実施

しない年度が生じる場合は休止とならない。 

なお、開講する年度とは、研修開始日が属する年度をいう。 

（２）及び（３） 

 （略） 

 

 



１３ 研修事業の廃止 

（１）及び（２） 

 （現行のとおり） 
（３） 研修事業を廃止した場合、事業者は次のことに留意するものとする。 

ア １６の（１）に定める書類を規定の期間保存し、研修修了者から修了証明書の再

発行等を求められた場合に対応できる体制を整備しておくこと。 

また、１６の（２）から（５）までに定める書類についても、規定の期間保存           

すること。 

イ 研修修了者に対し、事業の廃止及び今後の連絡先を周知すること。 

ウ 法人を解散する場合は、アの業務を確実に行うことができる他の事業者に引継ぎ

を行うこと。他の事業者とは、原則として、都において障害者（児）移動支援従業

者養成研修事業者として都から同一の課程の指定を受けている事業者とする。引継

ぎの際、１６の（２）から（５）までに定める書類については、事業者間で別途協

議の上、規定の期間保存すること。 

（４） 知事は、事業者から休止の届出がなく研修事業が２年度間にわたり開講されない

場合は、研修事業を廃止したものとみなす。この場合、知事は「東京都障害者（児）

移動支援従業者養成研修事業廃止通知書」（別記第１１号様式）により当該事業者

に通知するものとする。 

 

１４及び１５ 

 （現行のとおり） 

 

１６ 関係書類の保存 

    指定事業者は、次の内容を備えた書類を作成し、次の期間保存しなければならない。 

（１）修了者に関する台帳等の書類（永久保存） 

   研修課程・形式、研修期間、修了者番号、修了者名、生年月日、修了年月日及び

修了証明書交付年月日の内容を備えること。 

（２）から（５）まで 

（現行のとおり） 

 

１３ 研修事業の廃止 

（１）及び（２） 

 （略） 
（３）研修事業を廃止した場合、事業者は次のことに留意するものとする。 

ア １７の（１）に定める書類を規定の期間保存し、研修修了者から修了証明書の再 

発行等を求められた場合に対応できる体制を整備しておくこと。 

また、１７の（２）から（５）までに定める書類についても、規定の期間保存           

すること。 

イ 研修修了者に対し、事業の廃止及び今後の連絡先を周知すること。 

ウ 法人を解散する場合は、他の事業者にアの引継ぎを行うこと。他の事業者とは、原

則として、障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者として都から同一の課程及び

形式の指定を受けている事業者とする。引継ぎの際、１７の（２）から（５）までに

定める書類については、事業者間で別途協議の上、規定の期間保存すること。 

（４） 知事は、事業者から休止の届出がなく研修事業が１年度間にわたり開講されない 

場合は、研修事業を廃止したものとみなす。この場合、知事は「東京都障害者（児）

移動支援従業者養成研修事業廃止通知書」（別記第１１号様式）により当該事業者に 

通知するものとする。 

 

 

１４及び１５ 

 （略） 

 

１６ 関係書類の保存 

    指定事業者は、次の内容を備えた書類を作成し、次の期間保存しなければならない。 

（１）修了者に関する台帳等の書類（永久保存） 

   研修課程・形式、研修期間、修了者番号、修了者名、性別、生年月日、修了年月

日及び修了証明書交付年月日の内容を備えること。 

（２）から（５）まで 

（略） 

 



１７及び１８ 

（現行のとおり） 

 

附 則 

１ この要領は、平成１９年４月２７日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

２ 平成１８年度中に実施された研修事業に係る申請については、３の（１）及び５の（１）

の申請期限の規程は適用しない。 

 

附 則 

この要領は、平成２０年２月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２５年４月３日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２８年１月２５日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

１７及び１８ 

（略） 

 

附 則 

１ この要領は、平成１９年４月２７日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

２ 平成１８年度中に実施された研修事業に係る申請については、３の（１）及び５の（１）

の申請期限の規程は適用しない。 

 

附 則 

この要領は、平成２０年２月１日から施行する。 

 

 附 則 

この要領は、平成２５年４月３日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２８年１月２５日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 



別表１ 移動支援従業者養成研修講師要件一覧 

 

１（現行のとおり） 

 

２（現行のとおり） 

 

３ 知的・精神障害者移動支援従業者養成研修課程 
科目 求められる能力（注１） 講師の要件（注２） 

（１）講義 

ア 障害者福祉に関する制度及びサービ

ス 

 

（ア）ガイドヘル

パーの制度と業

務 

○ガイドヘルパーの
制度と業務につい
ての知識 

○各法に関する知識

及び制度とサービ

スについての知識 

①当該科目を担当する現職の行政職員 
②社会福祉士 
③当該社会福祉施設に勤務する職員 
 〔施設長（又は管理者）、主任指導員等〕 
④介護・福祉系大学の学部・学科、介護福祉士養
成校・養成施設で当該科目に相当する科目を教
えている教員 

⑤訪問介護・居宅介護事業所の管理者（所長） 
⑥その他（注３） 

（イ）障害者(児)

福祉の制度と

サービス 

イ 知的・精神障害者ホームヘルプサービスに関する知識 

（ア）ホームヘル
プサービス
概論 

 

○保健、福祉の制度と
サービスについて
の知識 

○ホームヘルプサー

ビスの実務に関する

具体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②介護福祉士 

③実務者研修修了者 

④介護職員基礎研修課程修了者 

⑤訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課程

修了者 

⑥訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている看

護師、准看護師、保健師 

⑦訪問介護・居宅介護事業所の管理者（所長） 

⑧介護・福祉系大学の学部・学科、介護福祉士養

成校・養成施設で当該科目に相当する科目を教え

ている教員 

⑨その他（注３） 

（イ）ホームヘル

パーの職業倫

理 
 

 

別表１ 移動支援従業者養成研修講師要件一覧 

 

１ （略） 

 

２ （略） 
 

３ 知的障害者移動支援従業者養成研修課程 
科目 求められる能力（注１） 講師の要件（注２） 

（１）講義 

ア 障害者福祉に関する制度及びサー

ビス 

 

（ア）ガイドヘ

ルパーの制度と

業務 

○ガイドヘルパー
の制度と業務に
ついての知識 

○各法に関する知

識 及び 制度 と

サービスについ

ての知識 

①当該科目を担当する現職の行政職員 
②社会福祉士 
③当該社会福祉施設に勤務する職員 
 〔施設長（又は管理者）、主任指導員等〕 
④介護・福祉系大学の学部・学科、介護福祉
士養成校・養成施設で当該科目に相当する
科目を教えている教員 

⑤訪問介護・居宅介護事業所の管理者（所長） 
⑥その他（注３） 

（イ）障害者

(児)福祉の制度

とサービス 

イ 知的障害者ホームヘルプサービスに関する知識 

（ア）ホームヘ
ルプサービ
ス概論 

 

○保健、福祉の制度
とサービスにつ
いての知識 

○ホームヘルプ

サービスの実務に

関する具体的な知

識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②介護福祉士 

③実務者研修修了者 

④介護職員基礎研修課程修了者 

⑤訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級

課程修了者 

⑥訪問介護・訪問看護・居宅介護を行ってい

る看護師、准看護師、保健師 

⑦訪問介護・居宅介護事業所の管理者（所長） 

⑧介護・福祉系大学の学部・学科、介護福祉

士養成校・養成施設で当該科目に相当する科

目を教えている教員 

⑨その他（注３） 

（イ）ホームヘル

パーの職業倫

理 
 

 

 



 

ウ サービス利用者の理解 

（ア）知的障害者
及び精神障
害者の疾病・
障害の理解 

 

○障害・疾病に関する
知識 

○知的障害者（児）、精
神障害者（児）及び
その家族の生活実
態と心理に関する
知識 

○生活者支援の視点

に立脚した介護方法

論 

①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課程
修了者 

⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている看
護師、准看護師、保健師 

⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい
る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福祉
士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護福
祉士養成校・養成施設で当該科目に相当する科
目を教えている教員 

⑧その他（注３） 

（イ）障害者（児）

の心理 

○ホームヘルプサービ
スに関する知識 

○障害・疾病に関す
る知識 
○障害者（児）及びそ
の家族の生活実態と
心理に関する知識 

○生活者支援の視点

に立脚した介護方法

論 

エ 移動支援の基礎知識 

（ア）移動支援の基

礎知識 
○生活者支援の視点に

立脚した介護方法論 
○直接援助経験に基

づく移動支援技術 
○自らの移動支援事

例 

①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課程

修了者 
⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている看

護師、准看護師、保健師 
⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福祉

士 
⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護福

祉士養成校・養成施設で当該科目に相当する科

目を教えている教員 
⑧３年以上の実務経験を有する知的障害者移動

支援従業者、行動援護従業者 
⑨その他（注２） 

 

 

ウ サービス利用者の理解 

（ア）知的障害者
の疾病・障害
の理解 

 

○障害・疾病に関する
知識 

○知的障害者（児）及
びその家族の生活
実態と心理に関す
る知識 

○生活者支援の視点

に立脚した介護方法

論 

①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課
程修了者 

⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている看
護師、准看護師、保健師 

⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい
る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福祉
士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護福
祉士養成校・養成施設で当該科目に相当する
科目を教えている教員 

⑧その他（注３） 

（イ）障害者（児）

の心理 

○ホームヘルプサービ
スに関する知識 

○障害・疾病に関す
る知識 
○障害者（児）及びそ
の家族の生活実態と
心理に関する知識 

○生活者支援の視点

に立脚した介護方法

論 

エ 移動支援の基礎知識 

（ア）移動支援の基

礎知識 
○生活者支援の視点に

立脚した介護方法論 
○直接援助経験に基

づく移動支援技術 
○自らの移動支援事

例 

①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている看

護師、准看護師、保健師 
⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福祉

士 
⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護福

祉士養成校・養成施設で当該科目に相当する

科目を教えている教員 
⑧３年以上の実務経験を有する知的障害者移動

支援従業者、行動援護従業者 
⑨その他（注２） 



 

（２）演習 

ア 移動の支援に係る技術 

（ア）移動の支援に

係る技術 
 

○講義エで求められ
る能力 
○疑似体験などによ
り、演習を指導する
能力 

 
※知的障害者又は精

神障害者の参加によ

る演習を行うことが

望ましい 

①介護福祉士 

②実務者研修修了者 

③介護職員基礎研修課程修了者 

④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課程

修了者 

⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている看

護師、准看護師、保健師 

⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福祉士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護福

祉士養成校・養成施設で当該科目に相当する科目

を教えている教員 

⑧３年以上の実務経験を有する知的障害者移動

支援従業者、行動援護従業者 

⑨その他（注３） 

 

（注１）「求められる能力」とは、知識に関しては受講者の質問に対し的確に応答でき、技術に関
しては受講者に対し的確に指導できるレベルであることを必要とする。 

 
（注２）各科目の講師要件に係る業務に従事していた時期は、過去５年以内であることが望ましい。 
 
（注３）原則として、講師は「講師要件」に該当する職にある者又は資格保有者とする。ただし、

「その他」の者を講師として申請する場合は、その経歴及び業績が講師として適当であるこ
とを説明した理由書を提出すること。 

 
 
 

 

 

 

 

（２）演習 

ア 移動の支援に係る技術 

（ア）移動の支援に

係る技術 
 

○講義エで求められ
る能力 
○疑似体験などによ
り、演習を指導する
能力 

 
※知的障害者の参加

による演習を行うこ

とが望ましい 

①介護福祉士 

②実務者研修修了者 

③介護職員基礎研修課程修了者 

④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 

⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 

⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福祉

士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護

福祉士養成校・養成施設で当該科目に相当する

科目を教えている教員 

⑧３年以上の実務経験を有する知的障害者移動

支援従業者、行動援護従業者 

⑨その他（注３） 

 

（注１）「求められる能力」とは、知識に関しては受講者の質問に対し的確に応答でき、技術に
関しては受講者に対し的確に指導できるレベルであることを必要とする。 

 
（注２）各科目の講師要件に係る業務に従事していた時期は、過去５年以内であることが望まし
い。 

 
（注３）原則として、講師は「講師要件」に該当する職にある者又は資格保有者とする。ただ

し、「その他」の者を講師として申請する場合は、その経歴及び業績が講師として適当で
あることを説明した理由書を提出すること。 

 
 

 

 

 

 



 

別表２ 

「移動支援従業者養成研修実習先として認められるものの範囲」の対象施設一覧 

 

視覚障害者移動支援従業者養成研修課程 

（現行のとおり） 

 

全身性障害者移動支援従業者養成研修課程 

（現行のとおり） 

 

知的・精神障害者移動支援従業者養成研修課程 

演習に代えて行う実習                            ６時間  

○ 居宅介護事業所 

 ※居宅介護事業所に従事する知的障害者の通院等介助を行う者とともに、移動支援の実習を

行う。 

○ 行動援護事業所 

 ※行動援護事業所に従事する行動援護従業者とともに、移動支援の実習を行う。 

○ 移動支援事業所 

 ※移動支援事業所に従事する知的障害者移動支援従業者とともに、移動支援の実習を行う。 

○ 障害者支援施設 

 ※施設において知的障害者の移動支援の実習を行う。 

  

 いずれも、演習科目と同等の効果が得られる環境・指導態勢が確保される必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

「移動支援従業者養成研修実習先として認められるものの範囲」の対象施設一覧 

 

視覚障害者移動支援従業者養成研修課程 

（略） 

 

全身性障害者移動支援従業者養成研修課程 

（略） 

 

知的障害者移動支援従業者養成研修課程 

演習に代えて行う実習                            ６時間 

○ 居宅介護事業所 

 ※居宅介護事業所に従事する知的障害者の通院等介助を行う者とともに、移動支援の実習

を行う。 

○ 行動援護事業所 

 ※行動援護事業所に従事する行動援護従業者とともに、移動支援の実習を行う。 

○ 移動支援事業所 

 ※移動支援事業所に従事する知的障害者移動支援従業者とともに、移動支援の実習を行う。 

○ 障害者支援施設 

 ※施設において知的障害者の移動支援の実習を行う。 

  

  いずれも、演習科目と同等の効果が得られる環境・指導態勢が確保される必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式 （※変更のあったもののみ） 

 

別記第１号の４様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の４様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記第１号の５様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の５様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　
　

年
　

　
月

　
　

日
現

在

研
修

時
研

修
の

定
員

広
さ

会
場

見
取

図
の

提
出

状
況

借
上

げ
名

㎡
１

提
出

済
・

２
今

回
提

出

（
１

か
２

を
記

載
す

る
）

講
義

会
場

（
演

習
の

う
ち

講
義

形
式

で
行

う
も

の
を

含
む

）

演
習

会
場

事
業

者
名

:

※
 会

場
見

取
図

の
提

出
状

況
欄

の
「

１
提

出
済

」
と

は
、

当
該

会
場

に
つ

い
て

以
前

に
会

場
見

取
図

が
提

出
済

み
の

場
合

で
あ

り
、

新
た

に
会

場
を

追
加

す
る

場
合

又
は

　
会

場
の

定
員

や
レ

イ
ア

ウ
ト

を
変

更
す

る
場

合
は

「
２

今
回

提
出

」
と

し
、

会
場

見
取

図
の

提
出

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

課
程

　
通

学
・

通
信

）

※
 研

修
の

定
員

欄
は

、
移

動
支

援
従

業
者

養
成

研
修

で
使

用
す

る
場

合
の

定
員

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

複
数

回
研

修
を

予
定

し
、

研
修

ご
と

に
定

員
が

異
な

る
場

合
は

　
も

っ
と

も
多

い
人

数
（

た
だ

し
、

４
０

人
以

内
）

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

※
 研

修
時

借
上

げ
欄

は
、

研
修

を
実

施
す

る
に

際
し

、
そ

の
都

度
会

場
を

借
上

げ
る

こ
と

が
必

要
な

会
場

に
○

印
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

　
 な

お
、

そ
の

会
場

を
使

用
し

研
修

を
行

う
と

き
は

、
研

修
指

定
申

請
時

に
使

用
承

諾
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

研
　

　
修

　
　

会
　

　
場

　
　

一
　

　
覧

　
　

　
　

区
分

会
場

名
所

在
地



 

別記第１号の６様式 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の６様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記第１号の６様式 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の６様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記第１号の６様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の７様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担　当　講　師　一　覧       (　　　　　　　　　　　　　課程 　通学･通信）

履歴の提出状況

1提出済・2今回提出

（１か２を記載する）

※履歴の提出状況の「１提出済」とは、講師名が記載されている当該の科目について履歴が提出済みの場
合であり、既にいくつかの科目を担当している講師が、新しく別の科目を担当することになった場合、新
しい科目についてのみ「２今回提出」となります。

事業者名:

担当科目

　　年　　月　　日現在

講師名



 

別記第１号の７様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の８様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記第１号の７様式（別紙）（知的・精神障害者移動支援従業者養成課程関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の８様式（別紙）（知的障害者移動支援従業者養成課程関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の９様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記第１号の８様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の１０様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の１１様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 京 都 知 事　  殿

所在地

名称

代表者職名

氏名　　　　　　 　

施設の名称

所　在　地

受入れ期間

受入れ人数

受入れ条件

実 習 受 入
担 当 者 名

そ　の　他

※受入れに条件（１日５人など）があれば記入してください

実 習 承 諾 届 出 書

施設の種別
（該当に○印）

　  　年　  　月　～  　  　年　  　月

・居宅介護事業所

・その他（　　            　　　　）

　　            が実施する、   　　年度開講の障害者（児）移動支援従業者養成

研修事業　　　　　　　　　　　　　　課程（通学・通信）受講者の実習受入れに

ついて、下記のとおり承諾したことを届出します。

　なお、実習者の受け入れを行う下記の施設については、直近３か年において都又

は区市町村が行う監査等を受けていないことを併せて届出します。



 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の１２様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人種別 名 称

  沿 　       　　革

  事業内容及び実績等

※書ききれないときは、別紙で作成してください。

  代 表 者 職 氏 名

  設  立  年  月  日

事   業   者   概   要

      年　　　月　　　日現在



 

別記第３号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第３号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第３号の２様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第３号の２様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第６号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第６号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記第６号の２様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第６号の２様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実施細目 新旧対照表  
（下線の部分は改正部分） 

改正案 現行 

   東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実施細目 

 

１８福保生地第１８８４号 

平成１９年４月２７日 

一部改正   ７福祉生地第１２７３号 

令和７年１２月２５日 

 

 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修等の実施、事業者指定、研修

指定等については、「東京都障害者（児）移動従業者養成研修事業実施要綱」

（以下「実施要綱」という。）及び「東京都障害者（児）移動支援従業者養

成研修事業者指定要領」（以下「指定要領」という。）に定めるもののほか、

この実施細目の定めるところによる。 

 

１ 研修会場について    

（１）講義、演習の研修会場及び実習施設は、都内に確保すること。ただし、

実習施設については、受講者の通学の利便性など、やむを得ない理由が

ある場合に限り、都に隣接する県（千葉県、埼玉県、山梨県、神奈川県）

の範囲内に確保することができる。 

（２）講義に使用する研修会場は、各課程とも受講者１人当たりおおむね1.5

㎡以上、また、演習に使用する研修会場は1.65㎡以上の広さを確保す

ること。 

 

 

   会場の面積については目安であり、基本的には講義については人数分

       東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実施細目 

 

１８福保生地第１８８４号 

平成１９年４月２７日 

一部改正 ２７福保生地第１０２６号 

平成２８年１月２５日 

 

 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修等の実施、事業者指定、研修

指定等については、「東京都障害者（児）移動従業者養成研修事業実施要綱」

（以下「実施要綱」という。）及び「東京都障害者（児）移動支援従業者養成

研修事業者指定要領」（以下「指定要領」という。）に定めるもののほか、こ

の実施細目の定めるところによる。 

 

１ 研修会場について    

（１）講義、演習の研修会場及び実習施設は、都内に確保すること。ただし、

実習施設については、受講者の通学の利便性など、やむを得ない理由が

ある場合に限り、都に隣接する県（千葉県、埼玉県、山梨県、神奈川県）

の範囲内に確保できる。 

（２）講義に使用する研修会場は、各課程とも受講者１人当たりおおむね1.5

㎡以上、また、演習に使用する研修会場は、各課程とも受講者１人当た

りおおむね 1.65 ㎡以上の広さを確保すること。ただし、屋外での演習

又は演習を施設等における実習に代えて実施する場合にあってはこの

限りではない。 

   会場の面積については目安であり、基本的には講義については人数分



の机と椅子があり、授業形式での講義が可能であること。演習に関して

は、演習の実施に支障の無い広さが確保されていることを基本とする。 

（３）（現行のとおり） 

 

２ 募集方法について 

（１）及び（２） 

（現状のとおり） 

（３）募集広告等は、指定事業者名で行うこと。また、募集広告には、実施

課程及び形式、募集定員、受講対象者の要件、研修日程、研修参加費用、

会場、本人確認の方法等について明示すること。 

（４）及び（５） 

（現行のとおり） 

 

３ カリキュラムについて    

（１）カリキュラムは、通学形式及び通信形式ともに、原則として講義、演

習（又は実習）の順に実施すること。 

   講義、演習について、やむを得ず実施順序を変更する場合は、受講者

に対してその旨を説明するとともに、変更理由書（会場が確保できない

ことや講師の都合等は理由とはならない。）を提出すること。ただし、

その場合においても、実習は、講義、演習が全て修了した後に実施する

こと。    

（２）（現行のとおり） 

（３）面接指導は、個別面接ではなく受講者全員に対する講義とすること。

また、講義を通信の方法によって行う場合の通信の方法で実施する研修

科目及び面接指導と通信指導との時間数の割振りは、事業者が研修効果

を考慮し決定することができる。 

（４）（現行のとおり） 

 

 

の机と椅子があり、授業形式での講義が可能であること。演習に関して

は、演習の実施に支障の無い広さが確保されていることを基本とする。 

（３）（略） 

 

２ 募集方法について 

（１）及び（２） 

（略） 

（３）募集広告等は、指定事業者名で行うこと。また、募集広告には、募集

定員、研修期間、研修参加費用について明示すること。 

（４）及び（５） 

 （略） 

 

 

３ カリキュラムについて    

（１）カリキュラムは、各課程ともに、原則として講義、演習（又は実習）

の順に実施すること。 

   講義、演習について、やむを得ず実施順序を変更する場合は、受講者

に対してその旨を説明するとともに、変更理由書（会場が確保できない

ことや講師の都合等は理由とはならない。）を提出すること。ただし、そ

の場合においても、実習は、講義、演習が全て修了した後に実施するこ

と。    

（２）（略） 

（３）面接指導は、個別面接ではなく受講者全員に対する講義とすること。

また、研修科目及び時間数の割振りは、事業者が研修効果を考慮し決定

することができる。 

（４）（略） 

 

 

４から６まで 



４から６まで 

（現行のとおり） 

 

７  補講について   

（１）受講者の欠席等により補講が必要な場合は、次の研修を受講させるこ

と。 

ア 当該事業者が別に指定を受けた同一課程の研修 

イ 他の事業者が指定を受けた同一課程の研修 

ウ 当該事業者が学則に定める規定（カリキュラム、担当講師一覧、会

場設備、実習施設等）に基づき、指定研修とは別に補講のために設け

た研修 

※ ア及びウの補講を実施しない場合や補講に関し条件を設ける場合

は、その旨を予め受講希望者へ周知すること。 

（２）及び（３） 

（現行のとおり） 

 

 

（４）通信形式による面接指導（スクーリング）の補講を行う場合は、次に

よること。 

ア（１）のアによる場合は、アが通信形式の場合にあっては、面接指導

の内容及び時間数が当該研修と同一以上の場合に限る。 

イ（１）のイによる場合は、通学形式を受講させて時間数を満たすこと。 

（５）通学形式及び通信形式の面接指導（スクーリング）の補講を、対象科

目の講義のビデオ、テープ、レポート等により実施することは認められ

ない。 

 

８ 修了証明書等について   

（１）及び（２） 

 （現行のとおり） 

（略） 

 

７  補講について   

（１）受講者の欠席等により補講が必要な場合は、次の研修を受講すること。 

ア 当該事業者が別に指定を受けた同一課程の研修 

イ 他の事業者が指定を受けた同一課程の研修 

ウ 当該事業者が学則に定める規定（カリキュラム、担当講師、会場設

備、実習施設等）に基づき、指定研修とは別に補講のために設けた研

修 

※ ア及びウの補講を実施しない場合や補講に関し条件を設ける場合

は、その旨を予め受講希望者へ周知すること。 

 

（２）及び（３） 

（略） 

（４）補講を実施した場合は、「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修

事業実績報告書（補講者分）」を提出すること。 

（５）通信形式による面接指導（スクーリング）の補講を行う場合は、次に

よること。 

ア（１）のアによる場合は、アが通信形式の場合にあっては、面接指導

の内容及び時間数が当該研修と同一以上の場合に限る。 

イ（１）のイによる場合は、通学形式を受講させて時間数を満たすこと。 

（６）通学形式及び通信形式の面接指導（スクーリング）の補講を、対象科

目の講義のビデオ、テープ、レポート等により実施することは認められ

ない。 

 

８ 修了証明書等について   

（１）及び（２） 

 （略） 

（３）再発行について 



（３）再発行について 

事業者は、修了者から修了証明書の紛失や氏名変更等により再発行の

依頼があった場合は、実施要綱の規定に基づき、修了証明書を再発行し

なければならない。再発行する場合は、修了者台帳等を確認し、再発行

であること並びに旧修了証明書（又は修了証）の発行番号及び発行年月

日を記載し、再発行する日付を付して発行すること。 

また、台帳等に再発行した年月日等を記載し管理すること。 

 

９ 通信形式について  

研修を通信形式で行う場合は、次の事項に留意すること。 

（１）指導体制の整備について 

自宅での個別学習による質疑等に適切に対応できるよう、電話、FAX、

メール、質問票等による指導体制を整えること。 

なお、質疑とレポートの提出については、インターネットを活用し、

メールにより提出させることもできる。 

（２）及び（３） 

  （現行のとおり） 

（４）レポート答案の評価について 

ア レポート答案は、添削により学習効果を確認すること。 

イ レポート課題の添削は、担当講師が責任をもって行うこと。 

ウ レポート答案は、理解度により評価を行うこと。理解度が低い場合

は、再提出させて指 

導を行うこと。 

  エ 提出された全レポートが合格水準に達していることを確認した後、

実施要綱８に定める修了認定を行うこと。 

 

 

 

 

事業者は、受講者から修了証明書の紛失や氏名変更等により再発行の

依頼があった場合は、実施要綱の規定に基づき、修了証明書を再発行し

なければならない。再発行する場合は、修了者台帳等を確認し、再発行

であること並びに旧修了証明書（又は修了証）の発行番号及び発行年月

日を記載し、再発行する日付を付して発行すること。 

また、台帳等に再発行した年月日等を記載し管理すること。 

 

９ 通信形式について  

研修を通信形式で行う場合は、次の事項に留意すること。 

（１）指導体制の整備について 

自宅での個別学習による質疑等に適切に対応できるよう、電話、FAX、

質問票等による指導体制を整えること。 

なお、質疑とレポートの提出についてはインターネットを活用しメー

ルにより提出させることもできる。 

（２）及び（３） 

 （略） 

（４）レポート答案の評価について 

ア レポート答案は、添削により学習効果を確認すること。 

イ レポート課題の添削は、担当講師が責任をもって行うこと。 

ウ レポート答案は、理解度により評価を行うこと。理解度が低い場合

は、再提出させて指 

導を行うこと。 

 

 

（５）レポート答案の修了認定について 

修了認定は、通学による研修を全科目履修するほか、提出された全レ

ポートが合格水準に達していることが確認され、修了の評価を行った後

に行うこと。 

 



 

10 研修事業の委託について   

研修事業の委託は、原則として行うことができない。ただし、区市町村

が事業者の場合に限り、実施する課程及び形式について東京都障害者（児）

移動支援従業者養成研修事業指定を受けた事業者に委託することができ

る。その場合、委託した内容が明記された委託契約書の写しを添付するこ

と。 

  

11 研修履修期間の特例について   

（１）受講者が、病気等のやむを得ない理由により、実施要綱７に定める履

修期間（原則として2か月以内）を超える場合は、あらかじめ受講者か

ら診断書等の書類の提出を求めるとともに、確実に補講を受講できる時

期を確認すること。 

（２）学校教育法に基づく学校及び国の法令等により認可された養成施設

（以下「学校」という。）    

  については、次に該当する場合に限り、修学期間を限度として研修履修

期間とすることができる。 

  ア 所轄庁に認可された学則（以下「学則」という。）に修学期間が規

定されていること。 

  イ 当該学校の学生のみを対象としていること。 

  ウ 障害者（児）移動支援従業者養成研修事業を行うことについて学則

に規定されていること。 

 

 

附 則 

 この実施細目は、平成１９年４月２７日から施行し、平成１８年１０月１日か

ら適用する。 

   附 則 

この実施細目は、平成２０年２月１日から施行する。 

10  研修事業の委託について   

研修事業の委託は、原則として行うことができない。ただし、区市町村

が事業者の場合に限り、実施する課程及び形式について都の指定を受けた

別の事業者に委託することができる。その場合、申請時に委託した内容が

明記された委託契約書の写しを添付すること。 

   

 

11 研修履修期間の特例について   

（１）受講者が、病気等の理由により、やむを得ず実施要綱７に規定する履

修期間を超える場合は、あらかじめ受講者から診断書等の書類の提出を

求めるとともに、確実に補講を受講できる時期を確認すること。 

（２）学校教育法に基づく学校及び国の法令等により認可された養成施設

（以下「学校」という。）    

  については、次の各号に該当する場合に限り、修学期間を限度として研

修履修期間とすることができる。 

  ア 所轄庁に認可された学則（以下「学則」という。）に修学期間が規定

されていること。 

  イ 当該学校の学生のみを対象としていること。 

  ウ 障害者（児）移動支援従業者養成研修事業を行うことについて学則

に規定されていること。 

 

 

附 則 

 この実施細目は、平成１９年４月２７日から施行し、平成１８年１０月１日か

ら適用する。 

   附 則 

この実施細目は、平成２０年２月１日から施行する。 

  附 則 

この実施細目は、平成２５年４月３日から施行する。 



  附 則 

この実施細目は、平成２５年４月３日から施行する。 

  附 則 

この実施細目は、平成２８年１月２５日から施行する。 

  附 則 

この実施細目は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この実施細目は、平成２８年１月２５日から施行する。 

 

 


